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平成２９年１月２０日制定 

令 和 ４ 年 ４ 月 １ 日改定  

福島県高齢福祉課 

１ 目的  

この指針は、介護保険事業所におけるサテライト事業所の指定及び届

出の受理（以下、「指定等」という。）に係る取扱い方針を定めること

を目的とする。 

  

２ 定義  

この指針において、サテライト事業所とは、指定居宅サービス等及び

指定介護予防サービス等に関する基準について（平成１１年９月１７日

老企第２５号 厚生省老人保健福祉局企画課長通知）第２－１（以下、

「基準通知」という。）に定める「地域の実情等を踏まえ、サービス提

供体制の面的な整備、効率的な事業実施の観点から本体の事業所とは別

にサービス提供等を行う出張所等」を指すものとする。  

 

３ 主旨 

  基準通知に定めるとおり、介護保険事業所の指定はサービスの拠点ご

とに行うことが原則である。 

ただし、介護サービス事業所が少ない過疎地域におけるサービス提供

基盤を整備するためには、介護サービスを提供する事業所の職員や利用

者の移動負担を軽減することにより、遠方の要介護者へのサービス提供
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を可能とするサテライト事業所の活用が有効であることから、本指針

に基づき、例外的に指定することとする。 

 

４ 対象事業  

この指針によるサテライト事業所設置の対象となる事業の種類は、介

護保険法で規定される居宅サービス事業及び介護予防サービス事業の

うち、以下のとおりとする。  

（１）訪問介護（予防を含む）  

（２）訪問看護（予防を含む）  

（３）訪問リハビリテーション（予防を含む）  

（４）通所介護（予防を含む） 

  

５ 設置の要件  

介護保険法による事業所の指定は、原則としてサービス提供の拠点ご

とに行うが、サテライト事業所の設置に当たっては、基準通知に定める

要件のほか、以下の要件を満たす場合に設置を認めるものとする。  

ただし、この基準により難い場合には、個別に設置の可否について判

断することとする。 

（１）当該指針の対象となるサテライト事業所を設置する本体事業所は、

福島県の指定を受けた介護保険事業所であること。  

（２）サテライト事業所を設置する場所は、平成２４年３月１３日厚生労

働省告示第１２０号に定める「厚生労働大臣が定める地域」（特別地

域加算の算定対象地域）であって、本体事業所から高速道路（高規格

幹線道路、地域高規格道路又はこれに準ずる道路）を利用せずに３０

分以内に移動できる範囲内であること。 

（３）サテライト事業所の数は１事業所までとし、サテライト事業所の利

用定員は本体事業所を上回らないこと。 
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護保険法で規定される居宅サービス事業及び介護予防サービス事業の
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（１）当該指針の対象となるサテライト事業所を設置する本体事業所は、

福島県の指定を受けた介護保険事業所であること。  

（２）サテライト事業所を設置する場所は、本体事業所との相互支援が可

能と一般的に考えられる範囲内とし、自動車の利用により緊急の事態

にも対応できる距離であること。ただし、この基準により難い場合に

は、個別に設置の可否について判断することとする。         
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   また、サテライト事業所の実施地域は本体事業所の実施地域の範囲

内であること。 

（４）サテライト事業所には、本体事業所に相当する規模の職員数を配置

しないこと。 

（５）サテライト事業所の設置後、サテライト事業所を本体事業所として、

又は本体事業所をサテライト事業所として運営しないこと。 

（６）サテライト事業所を拠点として行った勤務及びサービスの提供の内

容等について、遅滞なく本体事業所で把握する体制が整備されている

こと。  

（７）利用者との契約、介護サービスに係る計画、サービス提供記録等の

書類の管理等は管理者が一元的に行う責務に含まれるため、基本的に

本体事業所で行うこと。これらの書類の写し等をサテライト事業所に

保管する場合は、本体事業所と同等の施錠できる書庫等を備えるこ

と。  

（８）管理者が、定期的にサテライト事業所の状況を自ら確認、従業者の

指導等を行う体制が整備されていること。  

 

６ 指定申請若しくは変更届提出の際の添付書類  

サテライト事業所の設置を含む指定申請を行う場合若しくはサテラ

イト事業所を設置するための変更届を提出する場合は、介護保険法に規

定する書類のほか、以下の書類を添付すること。  

（１）サテライト事業所の位置を示した地図等  

（２）サテライト事業所と本体事業所の位置関係及び両者の距離等を示し

た地図等  

（３）サテライト事業所の利用に係る権原を示した書類、平面図、配置図

等（本体事業所に係る指定申請若しくは変更届において必要とされる

書類に準じる）  

                                                          

                       

                                                                  

                       

                                                                  

                                                          

（３）サテライト事業所を拠点として行った勤務及びサービスの提供の内

容等について、遅滞なく本体事業所で把握する体制が整備されている

こと。  

（４）利用者との契約、介護サービスに係る計画、サービス提供記録等の

書類の管理等は管理者が一元的に行う責務に含まれるため、基本的に

本体事業所で行うこと。これらの書類の写し等をサテライト事業所に

保管する場合は、本体事業所と同等の施錠できる書庫等を備えるこ

と。  

（５）管理者が、定期的にサテライト事業所の状況を自ら確認、従業者の

指導等を行う体制が整備されていること。  

 

５ 指定申請若しくは変更届提出の際の添付書類  

サテライト事業所の設置を含む指定申請を行う場合若しくはサテラ

イト事業所を設置するための変更届を提出する場合は、介護保険法に規

定する書類のほか、以下の書類を添付すること。  

（１）サテライト事業所の位置を示した地図等  

（２）サテライト事業所と本体事業所の位置関係及び両者の距離等を示し

た地図等  

（３）サテライト事業所の利用に係る権原を示した書類、平面図、配置図

等（本体事業所に係る指定申請若しくは変更届において必要とされる

書類に準じる）  
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（４）上記５に示した要件を満たすために必要な体制等が整備されている

ことを示す書類等。  

（５）サテライト事業所の勤務を明示した勤務体制一覧表  

（６）サテライト事業所の位置が明示された運営規程  

（７）サテライト事業所の設置を必要とする理由（地域の特性上、通常の

事業所を設置することが困難な理由）を記載した書面  

（８）サテライト事業所に係る介護報酬算定のための届出書及び体制等一

覧表  

 

７ その他  

（１）サテライト事業所の設置を希望する事業者に対しては、事前相談を

求めることを原則とし、特に本体事業所の一体的な管理のための体制

及びその実行のための内容について十分に確認を行うものとする。  

（２）この指針制定の際、現にサテライト事業所を有する介護保険事業所

については、当該指針に適合する届出があったとみなすこととする。 

    ただし、この指針制定の後にサテライト事業所に既に配置している

職員の数や実施地域等を変更する場合は、当該指針の要件を満たさな

ければならないものとする。 

 

８ 申請・届出先  

サテライト事業所に係る申請・届出先は、本体事業所を所管する保健

福祉事務所とする。  

 

（４）上記４に示した要件を満たすために必要な体制等が整備されている

ことを示す書類等。  

（５）サテライト事業所の勤務を明示した勤務体制一覧表  

（６）サテライト事業所の位置が明示された運営規程 

（７）サテライト事業所の設置を必要とする理由（地域の特性上、通常の

事業所を設置することが困難な理由）を記載した書面  

（８）サテライト事業所に係る介護報酬算定のための届出書及び体制等一

覧表  

 

６ その他  

（１）サテライト事業所の設置を希望する事業者に対しては、事前相談を

求めることを原則とし、特に本体事業所の一体的な管理のための体制

及びその実行のための内容について十分に確認を行うものとする。  

（２）この指針制定の際、現にサテライト事業所を有する介護保険事業所

については、当該指針に適合する届出があったとみなすこととする。 

                                                                  

                                                                  

                             

 

７ 申請・届出先  

サテライト事業所に係る申請・届出先は、本体事業所を所管する保健福祉

事務所とする。 


